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総 務 委 員 会 資 料

総 務 部 契 約 課

中野区公契約条例の適用状況及び令和５年度中野区公契約審議会の開催予定について

令和５年４月１日以後に締結した契約から運用開始となる中野区公契約条例の適用状況

及び令和５年度の中野区公契約審議会の開催予定を報告する。

１ 公契約条例適用件数 ※令和５年６月１日現在

（１）工事又は製造の請負契約でその予定価格が１億８千万円以上のもの

０件

（２）工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、その予定価格が１千万円

以上のもの

６８件

（３）指定管理協定

２０件

（１）～（３）合計 ８８件

２ 公契約条例の遵守状況の確認方法

労働報酬の支払い状況や労働時間の管理状況等についての受注者及び指定管理者から

の報告により確認（中野区公契約条例施行規則第１０条）。

なお、労働条件等の遵守がされていない場合、労働者等は区又は受注者等に申し出る

ことが出来る（中野区公契約条例第１０条）。

３ 令和５年度中野区公契約審議会の開催予定

令和５年 ８月 第１回中野区公契約審議会（諮問）

１０月 第２回中野区公契約審議会

１１月 第３回中野区公契約審議会

１２月 第４回中野区公契約審議会（答申）


